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○小鹿野町自転車ヘルメット着用促進補助金交付要綱

令和５年６月２７日

告示第６４号

（目的）

第１条 この告示は、自転車乗車用ヘルメット（以下「ヘルメット」という。）

の購入費用の一部を補助することにより、町民の交通安全意識の高揚と事故被

害の軽減を図ることを目的とする。

２ 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規

則（平成１７年小鹿野町規則第４３号）（以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、この告示の定めるところによる。

（補助対象者）

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の

各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時において、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、

小鹿野町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 町税の滞納がない者

（補助対象経費）

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する新品のヘルメットの購入費とする。

(1) 補助対象者又は補助対象者と同一世帯に属する者が使用するものである

こと。

(2) 次のいずれかの認証等を受けているものであること。

(ア) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマ

ーク

(イ) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証し

たJCFマーク

(ウ) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマー

ク
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(エ) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマー

ク

(オ) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証した

CPSCマーク

(カ) その他（ア）から（オ）までに類する認証等を受けたマークが付与さ

れたもので町長が認めるもの

（補助金の額等）

第４条 補助金額は、ヘルメット１個につき２，０００円を上限とする。ただし、

当該ヘルメットの購入金額が２，０００円未満のときは、当該購入金額とする。

２ 補助金の交付は、使用者１人につきヘルメット１個かつ１回限りとする。

（交付申請等）

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、自転

車ヘルメット着用促進補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）（以下「交付

申請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて、ヘルメット購入後速やかに、

購入した日の属する年度の３月３１日までに町長に提出しなければならない。

２ 交付申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) ヘルメットを購入した際の領収書等の写し（購入日、購入店名、メーカー、

商品名、購入金額の記載があるもの）

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

（交付決定）

第６条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、

交付することを決定したときは、自転車ヘルメット着用促進補助金交付決定通

知書（様式第２号）により通知し、交付しないことを決定したときは、自転車

ヘルメット着用促進補助金不交付決定通知書（様式第３号）により通知するも

のとする。

（交付決定の取消し及び補助金の返還）

第７条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「受給

者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額
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の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部

を返還させなければならない。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件を満たしていないことが判明したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及び通知に付した条件に違反したとき又は町長

の指示に従わなかったとき。

(4) 前各号のほか、規則及び他の法令に違反したとき。

２ 受給者は前項の規定により補助金の交付決定が取り消された場合、既に補助

金を受領しているときは、町長の指示するところにより、取り消された補助の

額を返還しなければならない。

（検査等）

第８条 町長は、受給者に対し補助金の交付に関し必要な指示をし、報告を求め、

又は検査をすることができる。

（その他）

第９条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長

が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。

附 則（令和８年１月２１日告示第２号）

（施行期日）

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の規定によりなさ

れた手続その他の行為については、なお従前の例による。
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